
様式 3 号-1【一般登録型】 

手数料表 

     

・ 求職者から徴収する手数料等はありません。 

・ 求人者から徴収する手数料については下記手数料表（消費税を除く）を上

限として申し受けます。 
 

サービスの種類及び内容 
 

手数料の額及び負担者 
 

求人を受け付ける時の事
務費用 
 
 
 
特定の条件による特別の
求職者の受付に係る事務
費用 
 

 
                  0 円  
 
  
 
 
               実費による   
手数料負担者は 求人者 とします。 
 

求人・求職の申込を受理
した時以降、求人・求職
者に提供する紹介のサー
ビス 

成功報酬 
当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇

用期間が 1年を超える場合は最大 1年間分）
に支払われる賃金（内定書や労働条件通知書
等に記載されている額）の 
                30 ％   
手数料負担者は 求人者 とします。 
 

求人の充足に向けた求人
者に対する専門的な相
談・助言 
 

成功報酬 
当該求職者の就職後 1年間に支払われる賃金
（内定書や労働条件通知書等に記載されてい
る額）の            0  ％   
手数料負担者は 求人者 とします。 
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様式 3 号-1【一般登録型】 

 

返戻金制度に関する事項 

 
 当組合で紹介した求職者が雇用開始日より 6 ヶ月以内に本人の責めに帰す事

由により退職に至った場合、求人者及び当該者に退職事由を確認後、求人者よ

り支払われた紹介手数料から以下に定める金額を返戻いたします。 

 

期間 返戻の率 

雇用開始から１ヶ月未満の退職 紹介手数料の 80％ 

雇用開始から 3 ヶ月未満の退職 紹介手数料の 50％ 

雇用開始から 6 ヶ月未満の退職 紹介手数料の 10％ 

※6 ヶ月以上経過後の退職については、返戻金はございません。 

 

但し、求職者に対する処遇や労働条件が、採用決定時の労働条件と著しく異

なる等、求人者の責めに帰す事由による退職の場合は、この限りではありませ

ん。 
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